
 

議案第３７号 

財産の取得について 

令和６年６月４日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

給食共同調理場真空冷却機等の購入にあたり、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（昭和３９年条例第１２号）第３条の規定により、議会の議

決を求める。 

 

上記議案を提出します。 



財産の取得について 

 

 

 

 

 

 次のとおり財産を取得したいので、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第

１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年条例第１２号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

 

記 

 

 

 

１   取得する財産     真空冷却機 １台、カート ３台 

 

 

 

 

２   取得金額       １７，７８７，０００円 

    （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額   １,６１７，０００円） 

 

 

 

３   取得の相手方    長崎県諫早市栄田町２２番５０号 

              株式会社長崎日調  

              代表取締役社長 萩原 悟  

 

 

 

４   取得の方法     一般競争入札 
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